
１．対象施設概要（福井県営体育館） 

（１）名  称：福井県営体育館 

（２）住  所：福井県福井市福町 3-20 （福井運動公園内） 

（３）施設概要：延床面積…約 13,900 ㎡ 、建物高さ…約 17ｍ 

     メインアリーナ…約 3,000 ㎡ 、サブアリーナ…約 1,000 ㎡ 

付属施設…ボクシング室、トレーニング室、多目的室 等 

（４）収容人数：メインアリーナ観覧席 2階固定席…2,500 席、1階可動席…1,500 席 

         サブアリーナ観覧席  2 階固定席…200 席 

（５）利用者数（体育館全体の利用者延べ数、観客数を含む） 

    R5 年度…約 214 千人（12月末時点）、R4年度…約 132 千人 

R3 年度…約 116 千人、R2年度…約 64 千人、R元年度…約 196 千人 

（６）開 館 日：毎週火～日曜日 8:30～20:30（年末年始、毎週月曜日休館） 

（７）メインアリーナの主な大会利用状況 

    ・令和 5年度 B3 ﾘｰｸﾞ､大相撲､日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ､全国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 等 

    ・令和 4年度 T ﾘｰｸﾞ､全日本社会人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会､日本 AMC ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｶｯﾌﾟ等 

    ・令和 3年度 ｲﾝﾀｰﾊｲ(ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ､ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ)､ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ事前ｷｬﾝﾌﾟ等 

    ・令和 2年度 北信越ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ､北信越空手道選手権 等 

    ・令和元年度 全日本ｼﾆｱﾏｽﾀｰｽﾞ(体操)､全日本ﾌｯﾄｻﾙ､全日本ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 等 

 （８）メインアリーナの主な利用目的（大会以外） 

    バドミントン、バレーボール、ハンドボール、バスケットボール、卓球 等 

 

２．対象施設図面（福井県営体育館） 
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１．対象施設概要（福井県営球場） 

（１）名  称：福井県営球場 

（２）住  所：福井県福井市福町 3-20 （福井運動公園内） 

（３）施設概要：総面積…25,623 ㎡ 、建物面積…3,544 ㎡ 

（４）収容人数：22,000 人（固定スタンド 14,000 人、芝スタンド 8,000 人） 

（５）利用者数（野球場・補助球場の利用者数、観客数を含む） 

    R5 年度…約 58千人（12月末時点）、R4年度…約 34 千人 

R3 年度…約 25千人、R2年度…約 14 千人、R元年度…約 52千人 

（６）開 館 日：毎日 8:30～20:30（年末年始、月１回月曜日休館） 

（７）利用目的：高校野球、プロ野球など、年間で決められた大会等のみ 

        （練習試合等の個人利用は不可） 

（８）野球場の主な大会利用状況 

    ・プロ野球 令和  6 年 5月 15 日（予定） 巨人 vs 横浜 DeNA 

          令和  2 年 9月   2 日     巨人 vs 横浜 DeNA 

          平成 28 年 8月 30 日     巨人 vs ヤクルト 

     ・高校野球福井県大会、北信越地区大会 

     ・北陸大学野球連盟リーグ戦 

     ・還暦野球大会、古希軟式野球大会 

     ・学童野球選手権大会、少年軟式野球大会 

     ・日弁連野球全国大会（R5） 

 

２．対象施設図面（福井県営球場） 
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別紙 2-1 愛称表示の参考例 ・あくまで例示なので、契約終了後に原状回復が可能な個所のみ実施すること。 

・その他の表示希望がある箇所は、契約後に県と協議すること。 

・表示にかかる経費は、ネーミングライツ料とは別に命名権者が費用負担すること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 2-2 愛称表示の参考例 ・あくまで例示なので、契約終了後に原状回復が可能な個所のみ実施すること。 

・その他の表示希望がある箇所は、契約後に県と協議すること。 

・表示にかかる経費は、ネーミングライツ料とは別に命名権者が費用負担すること。 

ラバーフェンス 

正面入口 

※競技の妨げになるため 

※具体的な個所は協議 

により決定する 


